
個別付議基準 

平成１８年都市計画法改正以前から現に存する公共公益施設 

都市計画法第３４条第１４号又は同法施行令第３６条第１項第３号ホに基づき許可する、平成

１８年都市計画法改正（平成１９年１１月３０日施行）以前から現に存する公共公益施設（以下

「既存施設」という。）について、下記のすべての要件に該当するものは、開発審査会に付議す

ることができるものとする。 

記 

１ 本基準による公共公益施設とは、以下のものをいう。 

（１）社会福祉施設 

社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設、又は更生保護事業法第２条

第１項に規定する更生保護事業の用に供する施設をいう。 

（２）医療施設 

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第

１項に規定する助産所をいう。 

（３）教育施設 

学校教育法に規定する学校をいう。 

（４）介護老人保健施設 

介護保険法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設（社会福祉施設を除く。）をいう。 

２ 申請者 

既存施設の所有権を有している者で、かつ、当該公共公益施設の運営に必要な個別法による

資格、免許、又は許可等を取得している者が、相当の理由により開発行為又は建築行為を行う

ことがやむを得ないと認められる者。 

３ 申請地 

既存施設の敷地がすべて含まれており、拡張対象地は、既存施設の敷地の隣接地であること、

又は既存施設の敷地と同一であること。なお、拡張対象地の面積は、既存施設の敷地面積を限

度とし、当該面積と拡張対象地面積を合算した面積は、５ヘクタール未満とする。 

４ 予定建築物 

（１）用途は、既存施設と同一であること。ただし、本基準に規定する公共公益施設を併設する

場合は、この限りでない。 

（２）予定建築物の高さは、１５メートル以下で、かつ、建築基準法に適合するものであること。

ただし、現に存する建築物の高さが１５メートルを超える場合は、その高さを限度とするこ

とができる。 

５ 敷地内緑化・土地利用計画 

（１）さいたま市みどりの条例第１９条に規定された協議において、さいたま市緑化指導基準に

適合したものであること。なお、当該基準に規定されている敷地面積（拡張面積を含む）に

対する緑地の割合を２５パーセント以上とすることを原則とする。 

（２）駐車場は、職員、利用者数を勘案し、必要数量を確保すること。 

６ その他 

  他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等（見沼土地利用承認を含む。）が受

けられるものであること。 



附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。

（平成１９年１１月２８日 都市局長決裁）

附 則 

この基準は、平成２１年７月１日から施行する。（平成２１年３月３１日 都市局長決裁） 

附 則 

この基準は、平成２２年１０月１日から施行する。（平成２２年８月１８日 都市局長決裁）

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この基準の施行の日の前日までに、都市計画法第２９条、第３５条の２の規定によりされた

許可の申請に係る開発審査会に付議することができる基準については、なお従前の例による。 

（平成２２年４月３０日 都市局長決裁） 

附 則 

この基準は、平成２４年７月１日から施行する。（平成２４年３月１９日 都市局長決裁） 

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。（平成２７年３月４日 都市局長決裁） 

附 則 

 この基準は、平成３１年４月１日から施行する。（平成３１年３月６日 都市局長決裁）

附 則 

 この基準は、令和３年４月１日から施行する。（令和３年３月１８日都市局長決裁）


